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空き家所有者には責任があります！
○空き家を放置すると多くの問題が発生します
　　空き家を適正に管理せず放置すると、建物の
劣化が進み、自然災害や防災面、防犯面、衛生
面などの問題が発生するおそれがあります。
○平成27年５月から空家等対策特別措置法が施行
されています
　　空き家の所有者と管理者には、自然災害、防
災、衛生、景観等において地域住民の生活環境
に悪影響を及ぼさないよう、空き家等を適切に
管理する責務があると定められています。
○損害賠償に発展したら
　　空き家等の管理不足が原因で、隣家に損害を
与えたり、近隣住民に危害を及ぼしたりした場
合、空き家の所有者は被害者に対し、その損害
を賠償する責任（民法第717条）を負う可能性が
あります。
○相続放棄をしても空き家の保存義務が残る場合
があります
　　民法には、次のような規定があります。

　　「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相
続財産に属する財産を現に占有しているときは、
相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産
を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと
同一の注意をもって、その財産を保存しなけれ
ばならない」（民法第940条）

　　この規定の存在により、相続放棄をしたとし
ても、保存義務が残る場合があります。
○放置すると経費がかかります
　　建物は年月の経過とともに傷んできますが、
人が住まなくなると急速に劣化が進んでしまい
ます。建物の劣化が進行すると、修繕や雑草駆
除などの費用が大きくなります。

しっかりと管理しましょう！
○空き家は定期的な点検と補修が必要です
　　空き家でご近所や周辺に迷惑をかけないため
には、定期的なメンテナンスが必要です。建物
の状態を維持するために、日ごろから定期的に
点検し、不良個所を発見した場合は補修を行い
ましょう。

　※空き家にするときは、近所や地域の方に連絡
先を伝えておくと、異常があった場合などの
連絡や対応もとりやすくなります。

○空き家除却費補助制度があります
　　当町では、老朽化した空き家住宅等の解体費
用の一部を補助する「鹿部町空家等除却支援事
業補助制度」があります。老朽化が進み、今後
使用する予定のない空き家住宅等については、
本制度を活用し解体してはどうでしょうか。

　　ただし、補助金は、次のとおり適用要件があ
ります。

　・町内にある専用住宅や併用住宅、倉庫等であ
ること（補助対象は年間１棟のみ）。

　・１年以上、居住や使用実績がないこと。
　・町による事前調査で、交付対象空き家と判定
された建物であること。

　・町税等を滞納していないこと。
　・町内の解体業者等が請け負う工事であること。
　※その他の適用要件につきましては、お問い合
わせください。

空き家を活用しましょう！
○いろいろな生かし方があります
　　親から相続した家などを空き家にしておくこ
とは、税金や維持管理の費用がかかりもったい
ないです。空き家は、建物としての価値がある
うちに早めに活用することがお勧めです。

　　空き家の活用には、賃貸や売却などさまざま
な方法があります。

○鹿部町空き家バンクに登録しませんか
　　「鹿部町空き家バンク」とは、所有者から売
買等の希望があった空き家情報を、空き家の利
用を希望する方に、町が紹介する制度です。

　　詳細は、お問い合わせいただくか、町ホーム
ページをご覧ください。

▼お問い合わせは、役場建設水道課建築係（７－
５２９４）へ。

空き家所有者の皆さんへ（空き家の問題について）地域おこし協力隊通信 「コミュニティカフェ担当」 
　　　　　　山田　和恵 隊員

　あけましておめでとうございます。

　昨年は大きなイベントを企画し大変でしたが、町民の皆さんのご協力をいた
だいて無事に開催することができました。
　５月にものまね芸人るみるみさんの楽しいものまねで楽しんでいただき、10
月にチェンバロ奏者明楽みゆきさんの素晴らしい演奏と鹿部バレエ教室の皆さ
んの素敵な踊りで憩いのひと時を過ごしていただきました。
　コミュカフェでは鹿部で採れた野菜を使ってスイーツ作りや特産品のタコを使ったタコ焼きも皆で作って
食べておしゃべりして楽しく過ごしました。ステンドグラス風の作品、ポーセラーツ等、ものづくりもそれ
ぞれ参加された方の個性ある作品ができました。
　うまいもの祭り、海と温泉まつりで出店に参加し、新しい出会いや繋がりができました。他町の協力隊と
のイベントや講習会に参加したことで、他の協力隊の活動や行政の働き等少しですが話を聞く事ができまし
た。
　春には京都府宮津市を訪ね、以前は高齢者が手放したみかん畑を宮津市の協
力隊が関わったオリーブ畑（由良オリーブを育てる会、10年で収穫０から今は
数百キロ）を見学し、害獣駆除の大変さなど話を聞いてきました。
　栗田湾の小さな漁港では誰でも市場で魚を買うことができました。

～昨年の３月からはほぼ毎月オンラインの番組～
　「明楽みゆきの浪漫紀行・北前船を巡る喜び」に出演し北海道のお酒と鹿部町で捕れた魚介を使った酒の
肴を紹介しています。

～夏の思い出～
・２つだけ苗を植えて１つは鹿に食べられて、それでも小玉
スイカができました。収穫後、おしゃべりカフェに参加さ
れた方々に試食していただきました。
・我が家の屋根裏の納戸にスズメバチの巣ができて、毎日
ブーンブーンと家の中でハチが飛んでいました。

　今年もよろしくお願いいたします。
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